
参考資料７ 
 

医療法第７条第３項の許可を要しない診療所に関する取扱要領  

 

（目的） 

第１条 この要領は、医療法第７条第３項の規定に基づく許可を要しない診療所（以下「許可

を要しない診療所」という。）の協議手続き等の取扱いについて定めることにより、良好な

医療供給体制の確保に寄与することを目的とする。  

 

（許可を要しない診療所） 

第２条 許可を要しない診療所は、次のいずれかに該当し、地域における医療需要を踏まえ必

要とされる診療所であるものとする。 

  (1)地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所（アからキのいずれかに該当すること） 

ア 診療報酬上の「在宅療養支援診療所」の施設基準の届出を行っている診療所 

イ 現に有床診療所であって、過去１年間の急変時の入院件数が６件以上ある診療所 

なお、「急変時の入院」とは、患者の病状の急変等による入院を指し、予定された入

院は除く。 

ウ 患者及びその家族等からの電話等による問合せに対し、原則として当該診療所におい

て、常時（24時間）、医師あるいは看護職員が対応できる体制がとられている診療所で

あって、診療報酬上の「時間外対応加算１」の施設基準の届出を行っている診療所 

エ 現に有床診療所であって、過去１年間の新規入院患者のうち、他の急性期医療を担う

病院の一般病棟からの受け入れが１割以上である診療所 

なお、「他の急性期医療を担う病院の一般病棟」の解釈については、診療報酬上の「有

床診療所入院基本料」の施設基準によるものとする。 

オ 現に有床診療所であって、過去１年間の当該医療機関内における看取りの実績が２件

以上ある診療所 

カ 過去１年間の全身麻酔、脊椎麻酔、硬膜外麻酔又は伝達麻酔を実施した患者数が年間

30件以上ある診療所 

なお、手術をした場合に限るものとし、分娩において実施する場合は除く。 

キ 病院からの早期退院患者の在宅・介護施設への受渡機能を有する診療所（過去１年間

に介護保険によるリハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、

短期入所療養介護若しくは介護予防短期入所療養介護を提供した実績がある診療所又

は指定居宅介護支援事業者若しくは指定介護予防サービス事業者である診療所） 

  (2) 分娩を取り扱う診療所 

 

（協議） 

第３条 前条各号に定める診療所に療養病床又は一般病床を設置又は増床しようとする開設

者又は開設予定者（以下「開設者等」という。）は、当該診療所が許可を要しない診療所に

該当するか否かについて協議するため、協議書（第１号様式）を神奈川県知事（ただし、保

健所設置市にあっては各市長）に提出するものとする。ただし、神奈川県知事に協議書を提

出する場合は、開設予定場所を所管する保健福祉事務所長を経由して提出するものとする。 

 



2  神奈川県知事（ただし、保健所設置市にあっては各市長）は、事前協議の申出があったと

きは、次の事項について 審査するものとする。 

 (1) 関係法令に抵触していないこと。  

 (2) 神奈川県保健医療計画との整合性があること。  

 (3) 診療所の開設等の計画に確実性があること。  

 

3  神奈川県知事（ただし、保健所設置市にあっては各市長）は、予め、地域医療構想調整会

議の議論を経たうえで、神奈川県医療審議会（おおむね10月及び３月に開催）の意見を聴き、

許可を要しない診療所に該当するか否かを決定し、その結果を開設者等に通知するものとす

る。 

 

（報告） 

第４条 許可を要しない診療所に該当すると決定され、療養病床又は一般病床の設置又は増床

の届出を行った開設者は、毎年８月までに前年度の実績等を示す次の書類を神奈川県知事又

は保健所設置市の市長に報告するものとする。 

(1) 第２条(1)アの規定により病床を設置した診療所：前年度の在宅療養支援診療所に係る

報告書の写し（第２号様式） 

(2) 第２条(1)イからキにより病床を設置した診療所：要件を満たしていることを示す書類

(第３号様式) 

(3) 第２条(2)により病床を設置した診療所：分娩取扱い件数（第４号様式） 

 

（指導） 

第５条 神奈川県知事又は保健所設置市の市長は、許可を要しない診療所と決定した開設者等

及び許可を要しない診療所に該当すると決定され、療養病床又は一般病床の設置若しくは増

床の届出を行った開設者に対し、必要に応じ病床の適切な運営等について指導を行うものと

する。また、許可を要しない診療所に該当しないと認められる場合は、開設者等に対し病床

の廃止又は減少について指導するものとする。 

 

 

   附 則 

 この要領は、平成20年4月1日から施行する。 

この要領は、平成30年4月1日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

                                       （様式略） 


